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 当社は、平成24年10月29日開催の取締役会において、住友金属鉱山株式会社（以下「住友金属鉱山」といいます。）

が設立する子会社（以下「本新設会社」といいます。）に対して、平成25年４月１日付（予定）で、当社のリードフレ

ーム事業を会社分割（吸収分割）の方法により承継させるとともに、住友金属鉱山から本新設会社の株式の譲渡を受け

ることにより本新設会社の株式の49％を保有することとなる契約を締結することを決議いたしましたので、金融商品取

引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、臨時報告書を提出

するものであります。 

  

(1) 当該吸収分割の相手会社についての事項 

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 

商号           ＳＨマテリアル株式会社（仮称） 

本店の所在地       未定  

代表者の氏名       未定 

資本金の額        未定 

純資産の額        未定 

総資産の額        未定 

事業の内容        リードフレーム製品及び関連製品の製造・販売 

 （注） 各項目の記載内容は本新設会社の設立時に予定されているものです。なお、設立時期は未定です。 

  

② 近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 

 本新設会社は設立前の会社であり、 初の決算期を迎えていないため、該当事項はありません。 

  

③ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 

住友金属鉱山 100％（予定） 

  

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 

資本関係  住友金属鉱山の100％出資の子会社として設立される予定であり、設立時点で当社との資本関係は

予定されておりません。 

人的関係  未定 

取引関係  未定 

  

(2) 当該吸収分割の目的 

 これまで半導体市場の成長を背景として拡大してきたリードフレーム業界は、近年の市場成熟化に伴い厳しい環境

にありますが、住友金属鉱山のリードフレーム事業は一般ＩＣやトランジスタ分野に、一方、当社のリードフレーム

事業はパワー系半導体分野を主体に経営の効率化を図り、事業体質の強化に取り組んで参りました。しかし、為替の

円高基調が定着するなか激化する競争に勝ち抜くためには、一層の業務の合理化・効率化による競争力強化が必要と

なっております。このような状況認識の下、当社及び住友金属鉱山は、製造拠点の 適化、相互の商流を活かした拡

販による競争優位の強化、技術の相互補完・融合により、リードフレーム事業の競争力を強化し更なる顧客サービス

向上を図ることが必要であると判断し、両社のリードフレーム事業を統合することを決定いたしました。 

  

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容 

① 吸収分割の方法 

 締結予定の吸収分割契約書の定めるところにより、当社の有するリードフレーム事業に係る資産、負債及び権利

義務（ただし、雇用関係を除きます。）を承継対象とし、当社を分割会社、本新設会社を承継会社とする吸収分割

（以下「本吸収分割」といいます。）を行います。なお、本吸収分割に先立ち、本吸収分割と同日付で住友金属鉱

山の有するリードフレーム事業に係る資産、負債及び権利義務（ただし、雇用関係を除きます。）を承継対象と

し、住友金属鉱山を分割会社、本新設会社を承継会社とする吸収分割（以下「住友金属鉱山分割」といい、本吸収

分割と併せて以下「本リードフレーム分割」といいます。）を行います。本リードフレーム分割の効力発生日と同

日付で、住友金属鉱山から当社への本新設会社株式の譲渡が予定されております。  

  

１【提出理由】

２【報告内容】



② 吸収分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会  未定 

吸収分割契約書締結日    未定 

吸収分割契約承認株主総会  未定（本新設会社） 

本吸収分割の効力発生日   平成25年４月１日（予定） 

 （注１） 住友金属鉱山は、本吸収分割に先立ち、住友金属鉱山の完全子会社として、リードフレーム事業の

受皿会社（承継会社）となる本新設会社を設立する予定です（本新設会社の設立年月日は未定で

す。）。 

 （注２） 分割会社である当社においては、会社法第784条第３項に規定する簡易吸収分割に該当するため、

吸収分割契約承認株主総会を開催いたしません。 

 （注３） 本吸収分割の効力発生日と同日付で、住友金属鉱山から当社への本新設会社株式の譲渡が予定され

ております。  

  

③ 吸収分割に係る割当ての内容 

 本新設会社は、本吸収分割に際し、普通株式200,000株を当社に割当交付する予定です。なお、本吸収分割の効

力発生日と同日付で、住友金属鉱山はその保有する本新設会社の普通株式922,400株のうち349,976株を当社に譲渡

する予定です。その結果、本新設会社の発行済株式総数1,122,400株に対する当社及び住友金属鉱山の持株比率

は、それぞれ49％及び51％となります。 

  

④ その他の吸収分割契約の内容 

 未定 

  

(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠 

① 算定の基礎及び経緯 

 本リードフレーム分割の株式割当比率の算定にあたって、その公正性・妥当性を担保するための措置として、住

友金属鉱山は大和証券株式会社（以下「大和証券」といいます。）を、当社はデロイトトーマツファイナンシャル

アドバイザリー株式会社（以下「トーマツ」といいます。）を、株式割当比率算定のための第三者算定機関として

選定し、株式割当比率の算定を依頼しました。 

 大和証券は住友金属鉱山及び当社それぞれについて、インカム・アプローチとしてディスカウンテッド・キャッ

シュフロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）を採用し、住友金属鉱山分割により新たに発行される本新設会社

の株式総数を１とした場合に住友金属鉱山分割に際して住友金属鉱山に割り当てられる新会社の株式割当比率の算

定を行いました。 

  

  

 トーマツは、住友金属鉱山及び当社それぞれについて、インカム・アプローチとしてＤＣＦ法を採用し、本吸収

分割により新たに発行される本新設会社の株式総数を１とした場合に本吸収分割に際して当社に割り当てられる本

新設会社の株式割当比率の算定を行いました。 

  

  

 これらの算定機関から取得した算定結果を参考に、それぞれ各社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の

要因を総合的に勘案し、各社で株式割当比率について慎重に協議を重ねました。その結果、各社は本リードフレー

ム分割における株式割当比率が妥当であり、各社の株主の利益に資すると判断し、合意に至りました。なお、上記

株式割当比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じる場合には、各社で協議の上、変更することがあり

ます。 

  

採用方法 株式割当比率の評価レンジ  

ＤＣＦ法 0.718～0.835 

採用方法 株式割当比率の評価レンジ 

ＤＣＦ法 0.138～0.264 



② 算定機関との関係 

 第三者算定機関である大和証券及びトーマツは、いずれも住友金属鉱山及び当社の関連当事者には該当いたしま

せん。 

  

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容 

商号           ＳＨマテリアル株式会社（予定） 

本店の所在地       未定 

代表者の氏名       未定 

資本金の額        1,000百万円（予定） 

純資産の額        8,090百万円（予定） 

総資産の額        10,815百万円（予定） 

事業の内容        リードフレーム製品及び関連製品の製造・販売 

 （注） 上記純資産の額及び総資産の額は、平成24年３月31日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、実

際の金額は上記金額と異なる可能性があります。 

  

以 上

  


